
病診・診診連携体制構築支援事業実施要領 

 

 （趣旨） 

第１ この要領は，地域医療介護総合確保事業（医療分）補助金交付要綱（以下「要綱」

という。）に基づき実施する病診・診診連携体制構築支援事業について，補助の要件等

を定めるものである。 

 

 （目的） 

第２ 本事業は，郡市医師会等における在宅医療関係機関の連携体制の構築を支援するこ

とにより，在宅医療の効率的な実施や在宅医療従事者の負担軽減を図り，もって，地域

における在宅医療提供体制の充実強化を図ることを目的とする。 

 

 （申請者の要件） 

第３ 申請者は，郡市医師会又は地区地域医療対策委員会とする。 

 

 （補助対象事業） 

第４ 補助対象事業は，切れ目のない在宅医療提供体制の構築に向け，次に例示するよう

な施策の検討及び運営を行う事業とする。 

（１）  在宅医療を実施する医療従事者の休日，夜間や学会出席時等の代行診療等の体制

構築とその運営 

（２）  在宅療養中の患者の急変時における病床の確保や運用ルールの策定 

（３）  在宅医療を実施する医療機関と訪問看護ステーションが連携した休日，夜間及び

在宅患者急変時の対応ルールの策定 

２ 前項の規定により実施する事業は，次に掲げる項目を満たすことを要件とする。 

（１）  事業を担当する専任の職員を配置すること 

（２）  事業実施区域の在宅療養支援診療所，在宅療養支援病院，訪問看護ステーション，

後方支援を担う医療機関等を構成員とした施策検討の場を設置すること 

（３）  市町村が実施する在宅医療・介護連携推進事業の（ウ）切れ目のない在宅医療と

在宅介護の提供体制の構築推進に関して委託等を受けていない場合，在宅医療関係機

関の連携について市町村の取組に積極的に関与するなどして，市町村と相互的な協力

体制を構築すること 

 

 （補助対象経費等） 

第５ 補助の対象とする経費，期間及び補助率は，別表に定めるとおりとする。この時，

別表第２欄に定める方法により算出した額と，第３欄に定める基準額とを比較し，少な

い方の額を選定するものとする。なお，他の法令又は予算制度に基づき国，県及び市町

村の負担を得て実施する部分の経費は，対象外とする。 

２ 前項の規定により算出された額の合計額が本事業に係る予算額を超える場合には，予

算の範囲内で補助額の調整を行うものとする。 

 

 （交付の申請） 

第６ 補助金の交付申請に当たって，要綱第３第２項（４）に規定するその他参考となる

書類は，次のとおりとする。 

（１）  病診・診診連携体制構築支援事業実施計画書（要領様式第１号） 

（２）  病診・診診連携体制構築支援事業所要額調書（要領様式第２号） 



 （実績報告） 

第７ 補助金の実績報告に当たって，要綱第６第２項（５）に規定するその他参考となる

書類は，次のとおりとする。 

（１）  病診・診診連携体制構築支援事業実績報告書（要領様式第３号） 

（２）  病診・診診連携体制構築支援事業所要額精算書（要領様式第４号） 

（３）  専任職員の勤務状況や従事内容が確認できる書類 

（４）  上記（１）及び（２）の経費に要したことを証する関係書類（支出伺・契約書・

仕様書・見積書・請求書・領収書の写し等） 

 

 

附 則 

１ この要領は，平成２９年１１月２９日から施行し，平成２９年４月１日から適用する。 

２ この要領は，平成２９年度以降の各年度において，本事業に係る予算が成立した場合

に，当該事業にも適用するものとする。 

 

附 則 

１ この要領は，平成３０年６月２９日から施行し，平成３０年４月１日から適用する。 

２ この要領は，平成３０年度以降の各年度において，本事業に係る予算が成立した場合

に，当該事業にも適用するものとする。 

 

 

附 則 

１ この要領は，令和元年１１月２０日から施行し，平成３１年４月１日から適用する。 

２ この要領は，令和元年度以降の各年度において，本事業に係る予算が成立した場合に，

当該事業にも適用するものとする。 

 

 

附 則 

１ この要領は，令和３年１月１２日から施行し，令和２年４月１日から適用する。 

２ この要領は，令和２年度以降の各年度において，本事業に係る予算が成立した場合に，

当該事業にも適用するものとする。 

 



（別表）  

 

１補助対象 

経費 

２補助対象経費の 

算出方法 

３基準額 ４補助対象期間 ５補助率 

イ 事業を担

当する専任

職員の給与

費 

 

 

 

補助対象となる職員の給与費

（給料，手当，法定福利費（事

業者負担））に，当該職員の

全業務に占める本事業関係業

務の割合を乗じて得た額又は

委託料 

 

4,326千円 

 

 

 

 

 

 

補助事業を開始

した年度から原

則３年以内。ただ

し，平成２９年度

交付決定事業に

ついては，翌年度

から３年以内と

する。 

 

10/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 施策の検

討のために

行う会議の

開催経費 

 

会議開催のための経費（報償

費，旅費，需用費，食糧費，

役務費，使用料・賃借料）又

は委託料 

 

1,000千円 

 

 

 

 

ハ 施策の実

施・運営のた

めに必要と

なる経費 

 

 

 

施策の実施・運営のための経

費（給料，報酬，手当，法定

福利費（事業者負担），報償

費，旅費，需用費，食糧費，

役務費，使用料及び賃借料，

備品購入費）又は委託料 

 

2,500千円 
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